
事業の拡大や事業性を高めるため、外部人材を活用される事業所等を支援します！

人口減少による担い手不足を補う対策が急務となっています。このような中、町内事業所等

が多様な副業・兼業外部人材の活用をする際に積極的な支援を行うことで、持続可能なまちづ

くりを目指します。

智頭町副業・兼業

外部人材活用支援事業

補助対象者

●とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けていること

●外部人材の活用により、販路開拓や事業承継などを目指す町内に本社機能を有する事

業所等

補助対象事業

●地域の課題解決に向け、関係団体が連携した持続可能な体制の構築を目指す事業

●地域や社内資源等を活用した取り組みである事業

●実現の見通しがある事業

補助額

（予算の範囲内での支援）

事業の種類 補助率（額）

（1年目） 課題抽出や活動計画策定
定額 30万円

※補助対象事業費が30万円以内の場合はその額とする。。

（2年目以降） 1年目で策定した具体的な取り組み
定額 50万円

※補助対象事業費が50万円以内の場合はその額とする。

補助金申請手続き
登録申請

【プロフェッショナル人材戦略拠点】
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補助金交付要綱

及び申請様式等

問合せ先 智頭町役場企画課 電話 ７５－４１１２ メール kikaku@town.chizu.tottori.jp

詳しくはホームページをご覧になるか、

下記問い合わせ先にお電話下さい。

※プロフェッショナル人材戦略拠点については裏面参照 参考URLhttps://tori-pro.jp/

【町補助金手続き】

要綱 様式

https://tori-pro.jp/



